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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線通信システムにおいてパイロット信号を送信する方法であって、
　第１の基地局により、第１のカバレッジエリアに対する第１の周波数及び第１のパイロ
ットオフセットを含む第１の信号を送信する第１の送信ステップと、
　第２の基地局により、第２のカバレッジエリアに対する第２の周波数及び第２のパイロ
ットオフセットを含む第２の信号を送信する第２の送信ステップであって、前記第２の周
波数は前記第１の周波数とは異なり、前記第２のパイロットオフセットは前記第１のパイ
ロットオフセットとは異なる、ステップと、
　パイロットアンテナにより、前記第２の基地局から前記第１の基地局へのハンドオフを
サポートするための、前記第２の周波数及び前記第１のパイロットオフセットを含む第１
の表示パイロット信号を送信する第３の送信ステップであって、前記第２のカバレッジエ
リアの一部分は前記第１のカバレッジエリアの一部分とオーバーラップしている、ステッ
プと、
　前記第２の基地局により、前記第１の基地局から前記第２の基地局へのハンドオフをサ
ポートするための、前記第１の周波数及び前記第２のパイロットオフセットを含む第２の
表示パイロット信号を送信する第４の送信ステップとを具備する、方法。
【請求項２】
　前記第１の基地局は屋外基地局であり、前記第２の基地局は屋内基地局である、請求項
１に記載の方法。
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【請求項３】
　前記パイロットアンテナは建物アクセスポイント内に位置し、前記建物アクセスポイン
トは建物の入口及び出口のうちの一つである、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記第２の基地局により、前記第２の表示パイロット信号の測定された信号強度が前記
第１の信号の測定された信号強度よりも大きい場合に、前記第１の基地局から前記第２の
基地局へのハンドオフのための要求を移動局から受信するステップをさらに具備する、請
求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記第１の基地局により、前記第１の表示パイロット信号の測定された信号強度が前記
第２の信号の測定された信号強度よりも大きい場合に、前記第２の基地局から前記第１の
基地局へのハンドオフのための要求を移動局から受信するステップをさらに具備する、請
求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記無線通信システムは、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）プロトコル、ユニバーサル・
モバイル電気通信システム（ＵＭＴＳ）プロトコル、および進化データ最適化（ＥＶＤＯ
）プロトコルのうちの１つによって動作する、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記第２のカバレッジエリアの一部分が前記第２のカバレッジエリアから前記第１のカ
バレッジエリアへ横切られるにつれて前記第１の表示パイロット信号の信号強度が増大す
るように、前記第１の表示パイロット信号は、前記第２のカバレッジエリアの一部分の中
に送信される、請求項１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、中華人民共和国国家知識産権局に２００６年１２月２９日に出願の中国特許出
願第２００６１０１７２４７９．２号に基づく優先権を主張するものであり、その開示の
全ては、参照により本願に組み込まれる。
【０００２】
　本発明の諸例示的実施形態は、一般に、無線通信システムの中でカバレッジを処理する
ことに関し、より詳細には、無線通信システムの中でのパイロット信号に基づく呼処理の
方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　地方の電気通信システムでは、基地局が、通常、広範囲にわたる屋外カバレッジエリア
をカバーするように配備される。地方地域の建築構造物は、通常、屋外基地局によって提
供されるカバレッジエリアが屋内モバイルユーザと屋外基地局との間の通信をサポートし
維持するのに十分であるように、十分に小さい。
【０００４】
　しかし、都市地域では、建物は地方地域よりずっと大規模に建築される。オフィスビル
、倉庫および超高層ビルなどの大きな建物は、建物の内部の中の、屋外基地局から提供さ
れるカバレッジエリアを縮小する可能性がある。したがって、そのような建物の中には、
通常、電気通信システムのカバレッジエリアが大きな建物の内部部分まで延在することが
できるように、屋内基地局が配備される。
【０００５】
　通常の符号分割多元接続（ＣＤＭＡ）システムでは、屋内基地局および屋外基地局は、
通常、同一の周波数で、しかしそれぞれ異なるパイロット擬似雑音（ＰＮ）オフセットで
、モバイルユーザにサービスする。しかし、屋内／屋外基地局の同一周波数での実施のた
めに「パイロット汚染」と呼ばれる現象が生じる可能性がある。パイロット汚染は、通常
、モバイル受信電力が比較的高い（例えば、より高いＥｃの値）状況を表すが、最良のパ
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イロット信号のＥｃ／Ｉｏは、比較的低い。パイロット汚染は、優勢パイロットを非常に
不安定にし、それによって、モバイルの性能を低下させる。ＣＤＭＡによって動作する通
常のモバイルは、アクティブセット（例えば、接続を確立するのに十分なパイロット信号
強度を有する基地局のセット）内に維持するために最高６つまでのパイロット、および隣
接セット（例えば、アクティブセットの中の基地局に隣接する基地局のセット）内に維持
するために最高４０までのパイロットを探索することができる。
【０００６】
　汚染されたパイロット・エリアの中に配置されたモバイルユーザは、通常、全ての利用
可能なパイロット信号の信号強度を測定し、最も強い測定されたパイロット信号に関連す
る基地局を選択する。次いで、モバイルユーザは、（例えば、現在基地局に接続されてい
ない場合は）選択された基地局との接続、または（例えば、現在選択された基地局以外の
基地局に接続されている場合は）選択された基地局へのハンドオフをセットアップするよ
う要求する。しかし、選択された基地局の信号強度（Ｅｃ／Ｉｏ）がパイロット汚染のた
めに比較的低い場合は、呼が安定的でない可能性がある。建物の中では、いくつかの「露
出された」屋内エリアがパイロット汚染の増大したリスクを経験する可能性がある。例え
ば、屋外パイロット信号は「１階」の接続のために最適化されることができるだけなので
、高いオフィスビルのより高い階のフロアは、窓または他の露出されたエリアの近くで屋
外パイロット信号を受信する可能性がある。したがって、高層ビルのより高いフロア上に
配置されたモバイルで（例えば、窓の近くで）受信される屋外パイロット信号は、予測不
可能で、一貫していない可能性がある。モバイルが呼セットアップまたはハンドオフを確
立するために屋外キャリアまたは基地局を利用する場合は、呼は安定的でない可能性があ
り、ドロップアウトのより高い確率を有する。建物内の露出されたエリアの他の例は、（
例えば、通常、より低い階のフロアまたはロビーに配置されている）入口および／または
出口である。したがって、モバイルユーザは、そのような露出されたエリアで、受信され
た屋内パイロット信号および屋外パイロット信号を測定し、屋外基地局または屋内基地局
への呼セットアップかまたはハンドオフのどちらかを要求することができる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、建物の内部の大部分は、通常、屋内基地局によってよりよくサービスされ、一
方、建物の外部の大部分は、通常、屋外基地局によってよりよくサービスされる。したが
って、一実施例では、モバイルユーザが建物に入るときに露出されたエリアで屋外基地局
に接続されている場合は、モバイルユーザがさらに建物の中に移動し、屋内基地局へのハ
ンドオフが迅速に行われない場合は、モバイルユーザの呼がドロップされるより高い確率
がある。同様に、他の実施例では、モバイルユーザが建物を出るときに露出されたエリア
で屋内基地局に接続されている場合は、モバイルユーザが建物からさらに離れて移動し、
屋外基地局へのハンドオフが迅速に行われない場合は、モバイルユーザの呼がドロップさ
れるより高い確率がある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の一例示的実施形態は、無線通信システムの中でのパイロット信号送信の方法で
あって、第１に、第１のカバレッジエリアのための第１の周波数で第１のパイロット信号
を送信するステップと、第２に、第２のカバレッジエリアのための第２の周波数で第２の
パイロット信号を送信するステップと、第３に、第２のカバレッジエリアで第１の周波数
で第２のパイロット信号を送信するステップとを含み、第２のカバレッジエリアが第１の
カバレッジエリアと少なくともオーバラップする、方法を対象とする。
【０００９】
　本発明の他の例示的実施形態は、無線通信システムの中でのパイロット信号送信の方法
であって、第１に、第１のカバレッジエリアのための第１の周波数で第１のパイロット信
号を送信するステップと、第２に、第２のカバレッジエリアのための第２の周波数で第２
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のパイロット信号を送信するステップとを含み、第１のカバレッジエリアが第２のカバレ
ッジエリアと少なくともオーバラップし、第３に、第１のパイロット信号を第２の周波数
で第２のカバレッジエリアの一部分の中に、この一部分が第２のカバレッジエリアから第
１のカバレッジエリアへ横切られるとき第２の周波数での第１のパイロット信号の信号強
度が増大するように、送信するステップを含む、方法を対象とする。
【００１０】
　本発明の他の例示的実施形態は、無線通信システムの中での呼ハンドオフを容易にする
方法であって、第１の周波数での第１のパイロットから第１の周波数での第２のパイロッ
トへハンドオフするようにとの要求を移動局から受信するステップと、第１の周波数での
第２のパイロットが第１の周波数のダミー・パイロットであるかどうかを判定するステッ
プと、判定するステップが、第１の周波数での第２のパイロットが第１の周波数のダミー
・パイロットであると判定した場合は、第２の周波数での第２のパイロットにハンドオフ
するようにとの命令を移動局に送信するステップとを含む、方法を対象とする。
【００１１】
　本発明は、以下の詳細な説明、および、様々な図面において同様の参照数字は対応する
部分を示す、例としてだけ提供された添付の図面から、より十分に理解されるようになる
であろう。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の一例示的実施形態による通信システムを示す図である。
【図２】本発明の一例示的実施形態による図１の通信システムの中で、屋内カバレッジ信
号および屋外カバレッジ信号、ならびに屋内パイロット信号および屋外パイロット信号を
構成するプロセスを示す図である。
【図３】モバイルユーザが本発明の一例示的実施形態による図１の通信システムを有する
建物に入るとき行われる呼ハンドオフ要求プロセスを示す図である。
【図４】モバイルユーザが本発明の一例示的実施形態による図１の通信システムを有する
建物を出るとき行われる呼ハンドオフ要求プロセスを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　本発明をよりよく理解するために、一例示的通信システム、それに続いて、本発明の一
例示的実施形態による通信システムを構成する一実施例が説明される。次いで、構成され
た通信システムの中で行われる呼ハンドオフ・プロセスの諸実施例が説明される。
【００１４】
　通信システム
　図１は、本発明の一例示的実施形態による通信システム１００を示す。図１に示されて
いるように、通信システム１００は、屋外基地局１０５、建物１１０、および建物１１０
の中に配置された屋内基地局１１５を含む。モバイルユーザがその中で（例えば、屋内基
地局１１５によってサービスされる建物１１０の中で、屋外基地局１０５によってサービ
スされる建物１１０の外側でなど）サービスされることができるカバレッジエリアを最適
化するために、屋内基地局１１５および屋外基地局１０５のための位置を判定する方法は
、当技術分野ではよく知られており、簡潔にするためにさらに詳細には説明されない。図
１に示されているように、「ｉ」は屋内信号を示し、「ｏ」は屋外信号を示し、Ｆｉは屋
内カバレッジ・キャリア（例えば、「屋内」カバレッジ・チャネルまたは周波数帯）を示
し、Ｆｏは屋外カバレッジ・キャリア（例えば、「屋外」カバレッジ・チャネルまたは周
波数帯）を示す。さらに、ＰＮｉは屋内ＰＮオフセットを示し、ＰＮｏは屋外ＰＮオフセ
ットを示す。
【００１５】
　図１の実施例では、屋内カバレッジまたは屋外カバレッジのために使用されるチャネル
またはキャリアはそれぞれ異なり、屋内キャリアと屋外キャリアとの間の周波数間ハンド
オフは可能にされない。それぞれ異なるチャネルまたはそれぞれ異なるキャリアを有する
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ＣＤＭＡ信号は、物理的に隔離されている（例えば、それぞれ異なるチャネル上の信号は
、通常、相互に干渉しない）ので、たとえ屋外信号の強度が屋内信号よりずっと高くても
、屋外信号が屋内信号を汚染する可能性はない。例えば、建物１１０のより高いフロアで
、屋外信号が比較的高い電力レベルで受信された場合、屋内信号は、屋内信号のＥｃ／Ｉ
ｏが高いレベルで維持されることができるように、比較的純粋のままである可能性がある
。したがって、（例えば、屋内／屋外パイロット信号が、通常技術の場合のように、それ
らのそれぞれの電力レベルに基づいてだけ建物１１０の中の様々な位置で競合するのでは
なく）優勢パイロットが確立されることができ、屋内エリアの中の呼が建物１１０全体に
わたって（例えば、より高いフロアの窓の近くででも）安定したままであることができる
。
【００１６】
　呼動作を維持するために、屋内キャリアと屋外キャリアとの間の周波数間ハンドオフは
可能にされない。そうでない場合、周波数間ハンドオフがアクティブにされた場合は、モ
バイルは、モバイルが窓の近くにあるときに周波数間探索および周波数間ハンドオフを行
うことができる。したがって、窓の近くのエリアがハンドオフ・エリアになり、モバイル
は周波数間ハンドオフを屋内基地局と屋外基地局との間で双方向に行うことができ、これ
は呼を不安定にする可能性があり、ドロップ呼を引き起こす可能性がある。したがって、
本発明の諸例示的実施形態では、屋内基地局および屋外基地局のための周波数間ハンドオ
フは可能にされないと仮定される。
【００１７】
　図１には、建物１１０の中の建物アクセスポイント１２０がさらに示されている。建物
アクセスポイント１２０は、人々（例えば、モバイルユーザ）が建物に入る、および／ま
たは出ることができる１つまたは複数の入口／出口ポイントを表してもよい。図１の例示
的実施形態では、第１の表示パイロット信号がチャネルＦｉ上に配置され、ＰＮｏのパイ
ロットＰＮオフセットを有する。したがって、第１の表示パイロット信号は、以下ではＦ
ｉ（ＰＮｏ）と呼ばれる。パイロット・アンテナ１３０は、第１の表示パイロット信号Ｆ
ｉ（ＰＮｏ）を送信する。パイロット・アンテナ１３０は、建物アクセスポイント１２０
の中に、または少なくともそのすぐ近くに配置される。パイロット・アンテナ１３０の位
置および方向は、第１の表示パイロット信号Ｆｉ（ＰＮｏ）の強度が建物アクセスポイン
ト１２０に関して建物１１０の内部から建物１１０の外部へ増大するように構成される。
【００１８】
　図１の例示的実施形態では、第２の表示パイロット信号がチャネルＦｏ上に配置され、
ＰＮｉのパイロットＰＮオフセットを有する。したがって、第２の表示パイロット信号は
、以下ではＦｏ（ＰＮｉ）と呼ばれる。第２の表示パイロット信号Ｆｏ（ＰＮｉ）は、屋
内基地局１１５によって生成／送信される。したがって、たとえモバイルが建物１１０の
窓の近くでアクティブであり、屋外チャネルでアイドルであっても、モバイルは、モバイ
ルのユーザが建物１１０の内部へさらに移動した場合、屋内基地局１１５にハンドオフす
ることが理解されるであろう。さらに、屋内信号へのモバイル・ハンドオフの後では、モ
バイルは、通常、パイロット・アンテナ１３０によって送信された第１の表示パイロット
信号Ｆｉ（ＰＮｏ）が優勢な建物アクセスポイント１２０の近くのエリアの中で以外は、
屋外基地局１０５への後方へのハンドオフを行わないであろう。屋内基地局お屋外基地局
１１５／１０５はそれぞれ異なるキャリアを使用し、周波数間ハンドオフは可能にされな
いので、モバイルは、建物１１０のより高いフロアの窓の近くで、屋外基地局１０５によ
って送信された屋外信号を検出する可能性がない。
【００１９】
　通常は、屋内ＣＤＭＡ信号および屋外ＣＤＭＡ信号はどちらも同一のチャネルまたはキ
ャリア上で送信され、それぞれ異なる基地局またはセクタ間の区別をつけるためにそれぞ
れ異なるパイロットＰＮオフセットが割り当てられる。しかし、本発明の諸例示的実施形
態は、屋内カバレッジエリアおよび屋外カバレッジエリアのためのそれぞれ異なるチャネ
ルまたはキャリアの割当てを対象とする。ＣＤＭＡプロトコルの下では、２つのそれぞれ
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異なるチャネルまたはキャリア間の周波数間ハンドオフ・モードが可能にされない場合は
、モバイルは、通常、周波数間探索（例えば、現在の周波数以外の周波数におけるハンド
オフ基地局の探索）を行わない。したがって、図１の例示的実施形態における第１の表示
パイロット信号および第２の表示パイロット信号のチャネル割当てによって、たとえ屋外
信号の強度が屋内信号より高くても、モバイルは屋外信号を探索または検出しないので、
モバイルが、例えば、そのような状況で屋外基地局１０５にハンドオフするのではなく、
窓の近くで屋内基地局１１５との接続を維持する可能性がより大きくなる。さらに、第１
の表示パイロット信号および第２の表示パイロット信号が、（例えば、例えば建物１１０
の中の「窓」エリアではなく）実質的に建物アクセスポイント１２０で、屋内基地局およ
び屋外基地局１１５／１０５間のハンドオフをサポートするために提供される。
【００２０】
　上記で論じられたように、パイロット・アンテナ１３０によって送信された第１の表示
パイロットは屋外基地局と同一のパイロットＰＮを有するが、チャネルは屋内基地局と同
一である。そのような構成は、ユーザが建物アクセスポイント１２０を通って建物１１０
を出る場合は、モバイルが、屋外パイロットＰＮを有するパイロット信号を検出すること
ができるようにする。屋内基地局１１５によって送信された第２の表示パイロットは、屋
内信号と同一のパイロットＰＮを有するが、屋外信号と同一のチャネルまたはキャリア上
で送信する。したがって、モバイルのユーザが建物アクセスポイント１２０を通って建物
１１０に入る場合は、モバイルが、屋内パイロットＰＮを有するパイロット信号を検出す
ることができる。したがって、屋内カバレッジおよび屋外カバレッジのためにそれぞれ異
なるキャリアが使用されるので、屋内基地局および屋外基地局１１５／１０５間の円滑な
ハンドオフを維持しながら、建物１１０の中のパイロット汚染が低減される。
【００２１】
　言い換えれば、図１の例示的実施形態を参照すると、モバイルユーザが屋内基地局１１
５によってサービスされている場合は、モバイルユーザは基地局をそのアクティブセット
内に維持し、現在サービスしている基地局と同一のチャネルまたはキャリア上でパイロッ
ト信号を送信させるであろう。したがって、モバイルユーザが屋内基地局１１５によって
サービスされていると仮定すると、モバイルユーザは、周波数間探索／ハンドオフが可能
にされないので、屋外基地局１０５によって送信された「屋外」パイロット信号を検出し
ないであろう。代替として、モバイルユーザが屋外基地局１０５によってサービスされて
いると仮定すると、モバイルユーザは、屋内基地局１１５によって送信された「屋内」パ
イロット信号を検出しないであろう。その代わりに、屋内サービスのモバイルユーザは、
屋外基地局１０５を示す（すなわち、屋外パイロット信号の代わりに）、パイロット・ア
ンテナ１３０によって送信された、第１の表示パイロット信号を検出するだけであろう。
したがって、より高いフロアの窓の近くで、モバイルユーザは、屋外基地局１０５によっ
て送信された屋外パイロット信号を無視し、モバイルユーザを「だまして」屋外基地局に
よって送信されていると思わせるためにパイロット・アンテナ１３０によって送信された
第１の表示パイロット信号は、そのようなエリアで優勢であるためには弱すぎる可能性が
ある。
【００２２】
　図２は、本発明の一例示的実施形態による図１の通信システム１００の中で、屋内カバ
レッジ信号および屋外カバレッジ信号、ならびに屋内パイロット信号および屋外パイロッ
ト信号を構成するプロセスを示す。図２の例示的実施形態は、図１の通信システム１００
に関して以下で説明されるが、図２のプロセスは、屋外基地局および屋内基地局を有する
いかなるＣＤＭＡベースの通信システムの中ででも代替として行われることができること
が理解されるであろう。
【００２３】
　図２のステップＳ２００において、システム設計者が屋外チャネル（Ｆｏ）および屋外
擬似ランダム雑音（ＰＮ）オフセット（ＰＮｏ）を屋外基地局１０５の屋外カバレッジ信
号に割り当てる。屋外カバレッジエリアが割り当てられた屋外チャネルは、基地局および
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モバイルユーザが通信することができる配信キャリア周波数、帯域幅または周波数範囲を
表す。次に、ステップＳ２０５において、同一のまたは異なるシステム設計者が、屋外チ
ャネルＦｏ以外の屋内チャネル（Ｆｉ）、および屋内ＰＮオフセットＰＮｏ以外の屋内Ｐ
Ｎオフセット（ＰＮｉ）を屋内基地局１１５に関連する屋内カバレッジ信号Ｆｉ（ＰＮｉ
）に割り当てる。
【００２４】
　図２のステップＳ２１０において、システム設計者が屋内チャネルＦｉおよび屋外ＰＮ
オフセットＰＮｏを、パイロット・アンテナ１３０によって送信される（図１に関してよ
り詳細に上記で説明された）第１の表示パイロット信号Ｆｉ（ＰＮｏ）として割り当てる
。一実施例では、ハードウェア・コストを低減するために、代替として信号Ｆｉ（ＰＮｏ
）が屋内基地局１１５によって生成／送信され、次いで送信または再送信のためにパイロ
ット・アンテナ１３０に転送されることができる。ステップＳ２１５において、システム
設計者が屋外チャネルＦｏおよび屋内ＰＮオフセット（ＰＮｉ）を第２の表示パイロット
信号Ｆｏ（ＰＮｉ）として割り当てる。したがって、第２の表示パイロット信号Ｆｏ（Ｐ
Ｎｉ）は、屋内カバレッジ信号Ｆｉ（ＰＮｉ）と連携して建物１１０の屋内エリアをカバ
ーするように構成される。一実施例では、第２の表示パイロット信号Ｆｏ（ＰＮｉ）が、
割り当てられた屋外チャネルＦｏおよび屋内ＰＮオフセットＰＮｉで屋内基地局１１５に
よって送信されるように構成される。
【００２５】
　ステップＳ２２０において、パイロット・アンテナ１３０が、建物アクセスポイント１
２０の中に、または少なくともその近くに配置される。具体的には、パイロット・アンテ
ナ１３０は、モバイルユーザが建物１１０を出るために建物アクセスポイント１２０に近
づくにつれて、第１の表示パイロット信号Ｆｉ（ＰＮｏ）の強度が屋内から屋外へ増大す
るように、第１の表示パイロット信号Ｆｉ（ＰＮｏ）を「内部への」方向に送信するよう
に配置される。
【００２６】
　図２のステップＳ２２５において、屋内基地局１１５、屋外基地局１０５、および屋外
パイロット信号１３０のそれぞれが、それらのそれぞれの信号を送信する。したがって、
屋外基地局１０５は、屋外カバレッジ信号を（例えば、ステップＳ２００において割り当
てられたように）割り当てられたチャネルＦｏおよびＰＮオフセットＰＮｏで送信し、パ
イロット・アンテナ１３０は、第１の表示パイロット信号Ｆｉ（ＰＮｏ）を（例えば、ス
テップＳ２１０において割り当てられたように）割り当てられた屋内チャネルＦｉおよび
屋外ＰＮオフセットＰＮｏで送信し、屋内基地局１１５は、屋内カバレッジ信号Ｆｉ（Ｐ
Ｎｉ）を（例えば、ステップＳ２０５において割り当てられたように）割り当てられた屋
内チャネルＦｉおよび屋内ＰＮオフセットＰＮｉで送信し、屋内基地局１１５はまた、第
２の表示パイロット信号Ｆｏ（ＰＮｉ）を（例えば、ステップＳ２１５において割り当て
られたように）割り当てられた屋外チャネルＦｏおよび屋内ＰＮオフセットＰＮｉで送信
する。一般に、屋内基地局１１５によって生成された全ての信号は、屋内カバレッジ・シ
ステム全体、または建物１１０の内部をカバーするように送信される。
【００２７】
　屋内基地局と屋外基地局との間の呼ハンドオフの実施例
　次に、屋内基地局１１５と屋外基地局１０５との間の代表的なモバイルユーザの呼ハン
ドオフの諸例示的実施形態が、図２のプロセスに関して上記で説明されたように構成され
た図１の通信システム１００を参照しながら、図３および４に関して以下で説明される。
【００２８】
　図３は、モバイルユーザが本発明の一例示的実施形態による図１の通信システム１００
を有する建物１１０に入るとき行われる呼ハンドオフ要求プロセスを示す。
【００２９】
　図３の例示的実施形態では、モバイルユーザが、最初、建物１１０の外側に配置されて
おり、Ｆｏ（ＰＮｏ）で動作する屋外カバレッジ信号上で屋外基地局１０５によってサー
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ビスされていると仮定する。
【００３０】
　ステップＳ３２５において、モバイルユーザが建物アクセスポイント１２０を通って建
物１１０に入り始める。ステップＳ３３０において、モバイルユーザが、屋外周波数Ｆｏ
（例えば、屋外カバレッジ信号Ｆｏ（ＰＮｏ）および第２の表示パイロット信号Ｆｏ（Ｐ
Ｎｉ））上の全てのパイロット信号の信号強度を測定する。この例示的実施形態の説明の
ために、モバイルは現在のキャリアＦｏ上のパイロットを探索するだけであると仮定する
。言い換えれば、通信システム１００の中で、モバイルは、モバイルがそれぞれ異なるキ
ャリアの中のパイロット信号を探索しないように、周波数間モードを可能にしない。した
がって、例えば、モバイルが屋外カバレッジ信号Ｆｏ（ＰＮｏ）を有する屋外基地局１０
５によってサービスされる場合、モバイルは、パイロットを（例えば、そのアクティブセ
ットにポピュレートするために）屋外キャリアＦｏ上で探索し、屋内キャリアＦｉ上では
探索しないであろう。しかし、モバイルは、屋外チャネル（Ｆｏ）および屋内パイロット
ＰＮｉを割り当てられた第２の表示パイロット信号Ｆｏ（ＰＮｉ）を検出することができ
る。上記で論じられたように、第２の表示パイロット信号Ｆｏ（ＰＮｉ）が、モバイルを
「だまして」あたかも屋外ＣＤＭＡカバレッジエリアが屋外カバレッジと同一の周波数を
有する建物１１０の屋内エリアの中に延在するかのように動作させるために、屋内基地局
１１５によって生成される。ステップＳ３３５において、第２の表示パイロット信号（例
えば、屋内基地局１１５によって送信された「屋内」パイロット信号）の測定された信号
強度が、（例えば、屋外基地局１０５によって送信された）屋外パイロット信号の測定さ
れた信号強度より大きい場合は、プロセスはステップＳ３４０に進む。そうでない場合は
、プロセスはステップＳ３２０に戻り、屋外基地局１０５はモバイルユーザにサービスし
続ける。ステップＳ３４０において、モバイルユーザが屋外基地局１０５から屋内基地局
１１５へのハンドオフを要求する。
【００３１】
　上記で説明されたように、第２の表示パイロット信号Ｆｏ（ＰＮｉ）は、モバイルユー
ザが建物アクセスポイント１２０を経由して建物１１０に入るとき第２の表示パイロット
信号Ｆｏ（ＰＮｉ）の強度がより大きいように、建物１１０の内部をカバーするように送
信される。したがって、ステップＳ３２５においてモバイルユーザが建物１１０のほうに
移動し続けて建物アクセスポイント１２０を通ってその中に入るとき、屋内パイロット信
号の測定された信号強度が屋外パイロット信号の測定された信号強度をすぐに超えること
が理解されるであろう。この時点で、ステップＳ３４０において、屋内パイロット信号Ｆ
ｏ（ＰＮｉ）が屋外カバレッジ信号Ｆｏ（ＰＮｏ）より強いので、モバイルが屋内基地局
１１５へのハンドオフを要求する。しかし、屋内パイロット・チャネルだけが屋内基地局
１１５のための屋外キャリアまたはチャネルＦｏの中で動作し、したがって、ネットワー
ク・ハンドオフ・アルゴリズムがハンドオフ要求をより高いレベル（例えば、ＣＤＭＡセ
ミソフトまたはハード・ハンドオフ）にエスカレートさせることが、ネットワークで知ら
れている。ネットワークは、通常、モバイルに屋内カバレッジ信号への周波数間ハンドオ
フを行うように指示するであろう。したがって、このようにして、屋内表示パイロット信
号は、屋内パイロット信号、または第２の表示パイロット信号、Ｆｏ（ＰＮｉ）の検出に
よって、屋外カバレッジ信号Ｆｏ（ＰＮｏ）を有する屋外基地局１０５から屋内カバレッ
ジ信号Ｆｉ（ＰＮｉ）を有する屋内基地局１１５への「円滑な」ハンドオフをサポートす
る。
【００３２】
　図４は、モバイルユーザが本発明の一例示的実施形態による図１の通信システム１００
を有する建物１１０を出るとき行われる呼ハンドオフ要求プロセスを示す。
【００３３】
　図４の例示的実施形態では、モバイルユーザが、最初、建物１１０の内部に配置されて
おり、Ｆｉ（ＰＮｉ）で動作する屋外カバレッジ信号上で屋内基地局１１５によってサー
ビスされていると仮定する。
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【００３４】
　ステップＳ４２５において、モバイルユーザが建物アクセスポイント１２０を通って建
物１１０を出始める。ステップＳ４３０において、モバイルユーザが屋内周波数Ｆｉ上で
動作している全てのパイロット信号の信号強度を測定する。したがって、モバイルユーザ
は、屋内カバレッジ信号Ｆｉ（ＰＮｉ）および第１の表示パイロット信号Ｆｉ（ＰＮｏ）
を検出し測定する。上記で説明されたように、モバイルは、現在サービスしている基地局
が送信しているキャリア（例えば、この場合は、Ｆｉ）上でパイロットを探索するだけで
あると仮定する。言い換えれば、通信システム１００の中で、周波数間パイロット信号探
索、およびモバイルは、別々のキャリアの中のパイロット信号を探索しない。したがって
、例えば、モバイルが屋内カバレッジ信号Ｆｉ（ＰＮｉ）を有する屋内基地局１１５によ
ってサービスされる場合、モバイルは、パイロットを（例えば、そのアクティブセットに
ポピュレートするために）屋内キャリアＦｉ上で探索し、屋外キャリアＦｏ上では探索し
ないであろう。しかし、モバイルユーザは、屋内チャネルまたはキャリア、および屋外パ
イロットＰＮｏを割り当てられた第１の表示パイロット信号Ｆｉ（ＰＮｏ）を検出するこ
とができる。ステップＳ４３５において、第１の表示パイロット信号Ｆｉ（ＰＮｏ）の測
定された信号強度が、屋内パイロット信号Ｆｉ（ＰＮｉ）の測定された信号強度より大き
い場合は、プロセスはステップＳ４４０に進む。そうでない場合は、プロセスはステップ
Ｓ４２０に戻り、屋内基地局１１５はモバイルユーザにサービスし続ける。ステップＳ４
４０において、モバイルユーザが屋内基地局１１５から屋外基地局１０５へのハンドオフ
を要求する。
【００３５】
　上記で説明されたように、パイロット・アンテナ１３０は、屋外パイロット信号または
第１の表示パイロット信号Ｆｉ（ＰＮｏ）を建物アクセスポイント１２０から（例えば、
Ｆｉ（ＰＮｏ）パイロットの信号強度が屋内から屋外へ増大するように）「内部へ」送信
する。したがって、ステップＳ４２５においてモバイルユーザが建物アクセスポイント１
２０を通って建物１１０を出続けるとき、第１の表示パイロット信号Ｆｉ（ＰＮｏ）の測
定された信号強度が屋内カバレッジ信号Ｆｉ（ＰＮｉ）の測定された信号強度をまもなく
超えるであろうことが理解されるであろう（図４のステップＳ４３０およびＳ４３５参照
）。この時点で、（例えば、第１の表示パイロット信号Ｆｉ（ＰＮｏ）が、モバイルユー
ザをだましてダミー信号をあたかも実際の基地局から送信されたかのように思わせるため
にダミー・パイロット信号として働くので）、モバイルは屋外基地局１０５へのハンドオ
フを要求することができる。しかし、屋外基地局１０５が屋外キャリアＦｏの中でカバレ
ッジを提供し、第１の表示パイロット信号Ｆｉ（ＰＮｏ）のためのパイロット・チャネル
だけが屋内キャリアＦｉの下で動作することが、ネットワークで知られている。したがっ
て、ネットワーク・ハンドオフ・アルゴリズムは、ハンドオフ要求をより高いレベル（例
えば、ＣＤＭＡセミソフトまたはハード・ハンドオフ）にエスカレートさせる。ネットワ
ークは、通常、モバイルに屋外カバレッジ信号への周波数間ハンドオフを行うように指示
する。したがって、このようにして、屋外または第１の表示パイロット信号は、屋外パイ
ロット信号、または第１の表示パイロット信号Ｆｉ（ＰＮｏ）の検出によって、屋内カバ
レッジ信号Ｆｉ（ＰＮｉ）を有する屋内基地局１１５から屋外カバレッジ信号Ｆｏ（ＰＮ
ｏ）を有する屋外基地局１０５への「円滑な」ハンドオフをサポートする。
【００３６】
　本発明の諸例示的実施形態がこのように説明されたが、それらは多くのやり方で変えら
れることができることが明らかであろう。例えば、「内部」空間および「外部」空間に関
して上記で説明されたが、内部および外部は広く解釈されることが理解される。例えば、
「内部」は、必ずしも封じられた空間を意味するのではなく、外側の領域への比較的大き
な開口部を有する、車庫、倉庫など、いかなるタイプの囲まれたエリアにも適用されるこ
とができる。
【００３７】
　さらに、本発明の諸例示的実施形態は、空間のいかなる所望の区画化にも適用されるこ
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とができ、必ずしも屋内／屋外区画に適用されるわけではない。例えば、小さな島が大き
な都市の近くにある場合、「屋内」パイロット・アンテナおよび「屋外」パイロット・ア
ンテナが、島の都市に最も近い地点に配置されてもよく、「屋内」パイロット・アンテナ
は、パイロット信号（例えば、「屋内」基地局、または島にサービスしている基地局のパ
イロット信号）を島に向かって放射し、「屋外」パイロット・アンテナは、パイロット信
号（例えば、「屋外」基地局、または都市の一部分にサービスしている基地局に関連する
パイロット信号）を都市に向かって放射する。したがって、島上のモバイルユーザが都市
にサービスしている「屋外」基地局への呼セットアップを要求する確率が低減されること
ができる（例えば、島のモバイルユーザが島上の別の位置に移動するとき「ドロップ呼」
の発生を低減する）。
【００３８】
　さらに、本発明の前述の諸例示的実施形態は、ＣＤＭＡを対象としているように一般的
に説明されてきたが、本発明の他の諸例示的実施形態は、いかなるよく知られているＣＤ
ＭＡベースの無線通信プロトコル（例えば、ＷＣＤＭＡ、ＵＭＴＳ、ＥＶＤＯなど）をも
対象とすることができることが理解される。
【００３９】
　さらに、建物アクセスポイント１２０は、「屋外」パイロット・アンテナ１３０を含む
だけであるように上記で説明されているが、本発明の他の諸例示的実施形態は、別の「屋
内」パイロット・アンテナをセットアップすることもでき、同一の一般的領域内に屋内／
屋外パイロット・アンテナを含む必要がないことが理解される。言い換えれば、前述の諸
例示的実施形態は、建物アクセスポイント１２０が入口と出口の両方を含むと仮定してい
るが、他の建物は入口と出口を分離することができる。したがって、一実施例では、別々
の隔離された入口および出口を有する建物において、円滑な呼ハンドオフおよび／または
呼セットアップを容易にするために、屋内パイロット・アンテナが建物の「入口」に配置
されることができ、「屋外」パイロット・アンテナ１３０が建物の出口に配置されること
ができる。したがって、隣接していない入口および出口を有する建物では、それぞれの露
出エリアでパイロット汚染を低減し円滑なハンドオフ／セットアップを保証するために、
追加のパイロット・アンテナが配備されることができる。
【００４０】
　そのような諸変形形態は、本発明の諸例示的実施形態からの逸脱とみなされるべきでは
なく、全てのそのような変更形態は、本発明の範囲内に含まれるものとする。
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